
入会審査過程概略図 2007/3/16　社員審査委員会

１．入会申込み 別途：社員審査委員の任命
・推薦者１名（社員審査委員） ・社員審査員会の設置（定款）
　を立てて申込む ・理事総数の1/2以上の賛成により委員を

　任命
・社員審査委員長は理事会の決議を経て任命

２．書類審査
・入会条件の最低限 ３．委員会の招集
　の不備のチェック

４．社員審査委員会の開催
・推薦者による推薦理由の説明 ・入会希望者の状況報告
・申込書の内容精査 ・入会条件の確認
・推薦者による報告の審議（社員審査規程に基づき審査）
・入会許可が可決された場合は社員審査委員長は社員審査委員会可決
　通知にて代表理事に報告（社員審査委員長が代表理事の場合は書類作成のみ）

【加入資格および加入基準】
・社員審査規程第３条第１項に記載の別紙【加入基準】による。

６．事務局からの連絡
・入会金・会費の
　金額及び納入期
　限の通知。

５．理事会での承認 　入金の確認
・代表理事は上記書類の確認をもって
　理事会を招集する ・入金確認をもって入会確定
・理事会において理事全員の賛成を
　もって入会を承認する

７．代表理事からの報告
・代表理事は全社員に新規入会社員を

　通知する。

５’．社員審査委員会・理事会で否認の場合
　　　否認を決定した社員審査委員会ないしは理事会の

　　　責任者は、当該会社の推薦者へ審査結果および

　　　審査内容を通知し、当該会社へは推薦者より

　　　その旨を通知する。
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